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次 の と お り 公 募 型 指 名 競 争 入 札 を 実 施 し ま す の で 、入 札 参 加 を 希

望 す る 委 託 業 務 共 同 企 業 体 （ 以 下 「 共 同 企 業 体 」 と い う 。） を 公 募

し ま す 。  

 

  令 和 ７ 年 １ １ 月 ６ 日  

 

秋 田 市 長  沼  谷    純     

 

１  入 札 に 付 す る 事 項  

 (1) 入 札 に 付 す る 業 務 は 次 の と お り と す る 。  

  ア  秋 田 市 庁 舎 総 合 管 理 業 務 委 託  

  イ  履 行 場 所 お よ び 履 行 期 間  

（ 別 紙 「 秋 田 市 庁 舎 総 合 管 理 業 務 委 託 仕 様 書 」 参 照 。）  

 (2) 本 業 務 の 実 施 は 共 同 企 業 体 に よ る も の と し 、次 に 掲 げ る 事 項

を 全 て 満 た す こ と を 入 札 参 加 要 件 と す る 。  

   ア  共 同 企 業 体 に 関 す る 事 項  

    (ｱ) 共 同 企 業 体 の 結 成 は 、次 の イ に 定 め る 条 件 を 満 た す 者 ２

社 以 上 に よ る 自 主 結 成 と す る 。  

     (ｲ) 各 構 成 員 の 出 資 比 率 は 、20 パ ー セ ン ト 以 上 と す る 。た だ

し 、共 同 企 業 体 の 代 表 者 の 出 資 比 率 は 構 成 員 中 最 大 で あ る

も の と す る 。  

   イ  代 表 者 お よ び 代 表 者 以 外 の 構 成 員 に 関 す る 事 項  

    (ｱ) 入 札 参 加 申 込 日 ま で に 、秋 田 市 の 庁 舎 清 掃 業 者 等 登 録 名

簿（ 名 簿 の 有 効 期 間：令 和 ８ 年 ９ 月 30 日 ま で ）に 、「 ８  建

築 物 環 境 衛 生 総 合 管 理 業 」 で 登 録 し て い る 者 で あ る こ と 。 

      (ｲ) 代 表 者 は 秋 田 市 内 に 本 社 を 有 す る こ と 。  

      (ｳ) 代 表 者 は 年 間 売 上 高 が ３ 億 円 以 上 で あ る こ と 。  

      (ｴ) 地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ）第 167 条 の

４ の 規 定 に 該 当 し な い こ と 。  

      ( ｵ ) 秋 田 市 の 指 名 停 止 期 間 中 又 は 入 札 参 加 資 格 停 止 期 間 中

で な い こ と 。    



2 

 

２  入 札 に 関 す る 事 項  

 (1) 日 時  令 和 ７ 年 12 月 22 日 （ 月 ）  

午 後 ２ 時  

（ 入 札 保 証 金 受 付 は 午 後 １ 時 か ら 午 後 １ 時 50 分 ま で ） 

 (2) 場 所  秋 田 市 役 所 本 庁 舎 ４ 階  会 議 室 ４ － Ｂ  

（ 秋 田 市 山 王 一 丁 目 １ 番 １ 号 ）  

 (3) 入 札 保 証 金  

入 札 金 額 の 100 分 の ５ 以 上 の 額 と す る 。た だ し 、秋 田 市 財 務

規 則 第 109 条 第 １ 項 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き は 、免 除

す る 。納 付 方 法 に つ い て は 、秋 田 市 財 務 規 則 お よ び「 ５  入 札

保 証 金 に つ い て 」 を 参 照 す る こ と 。  

 (4) 契 約 日  落 札 の 通 知 を 発 し た 日 か ら 起 算 し て ７ 日 以 内  

 (5) 注 意 事 項  

  ア  秋 田 市 財 務 規 則 お よ び 入 札 心 得 を 遵 守 の う え 、入 札 に 参 加

す る こ と 。    

  イ  本 件 は 複 数 年 契 約 の 案 件 で あ る こ と か ら 、入 札 書 の 入 札 金

額 に は 履 行 期 間 の 総 額 を 記 入 す る こ と 。な お 、複 数 年 契 約 と

は 、各 年 度 に お け る 予 算 の 範 囲 内 で 役 務 の 提 供 を 受 け る こ と

を 条 件 に 、複 数 年 度 に わ た り 締 結 す る こ と が で き る 契 約 で あ

る 。  

  ウ  消 費 税 お よ び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 業 者 で あ る か 免 税 業

者 で あ る か を 問 わ ず 、消 費 税 お よ び 地 方 消 費 税 の 額 を 含 ま な

い 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

    落 札 決 定 に 当 た っ て は 、入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 消 費 税

お よ び 地 方 消 費 税 の 額 を 加 算 し た 金 額（ 当 該 金 額 に １ 円 未 満

の 端 数 が あ る と き は 、そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ）を も

っ て 契 約 金 額 と す る 。  

  エ  予 定 価 格 の 10 分 の ６ 以 上 の 範 囲 内 で 最 低 制 限 価 格 を 設 定

す る 。最 低 制 限 価 格 よ り 低 い 入 札 を し た 者 に つ い て は 落 札 者

と し な い も の と し 、予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 で 最 低 制

限 価 格 以 上 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 の う ち 、最 低 の 価 格 を
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も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る 。  

  オ  開 札 の 結 果 、落 札 者 が な い と き は 再 度 の 入 札 を ２ 回 に 限 り

行 う 。な お 、最 低 制 限 価 格 に 満 た な い 価 格 で 入 札 し た 者 も 参

加 で き る も の と す る 。  

  カ  落 札 者 と な る べ き 同 価 の 入 札 が 複 数 あ っ た と き は 、く じ に

よ り 落 札 者 を 決 定 す る 。な お 、く じ 引 き は 辞 退 で き な い も の

と す る 。  

  キ  代 表 者 が 入 札 行 為 の 権 限 を 代 理 人 へ 委 任 す る 場 合 は 、入 札

時 に 委 任 状 を 提 出 す る こ と 。な お 、入 札 書 に は 代 理 人 の 印 を

押 印 す る こ と 。  

  ク  契 約 内 容 に 別 記「 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 」が あ る こ と を 了

承 の う え 、 参 加 す る こ と 。  

 

３  入 札 参 加 申 込 み に 関 す る 事 項  

 (1) 入 札 参 加 を 希 望 す る 共 同 企 業 体 は 、次 に よ る 書 類（ 以 下「 申

請 書 等 」 と い う 。） を 提 出 し 、 入 札 参 加 資 格 の 審 査 を 受 け る こ

と 。  

  ア  委 託 業 務 共 同 企 業 体 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書 一 式  

    （ 様 式 １ か ら ５ ま で ）  

        記 入 す る 際 は 、別 紙「 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書 の 提 出 書 類

に つ い て 」 を 参 照 す る こ と 。  

  イ  最 新 の 決 算 書 （ 共 同 企 業 体 の 代 表 者 の も の ）  

 (2) 本 入 札 に つ い て 、共 同 企 業 体 の 構 成 員 の 代 表 者 が 同 一 人 と な

っ て い る 業 者 が 一 緒 に し た 入 札 は 無 効 と す る の で 、代 表 者 が 同

一 人 と な っ て い る 複 数 の 業 者 は 、同 一 の 案 件 に 参 加 申 し 込 み す

る こ と は で き な い 。  

 (3) 共 同 企 業 体 の 構 成 員 が 、本 件 入 札 の 他 の 共 同 企 業 体 の 構 成 員

と な る こ と は で き な い 。  

 (4) 申 請 書 等 の 受 付  

  ア  受 付 期 間  

    令 和 ７ 年 11 月 ６ 日（ 木 ）か ら 同 年 12 月 12 日（ 金 ）ま で 。
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（ た だ し 、 土 曜 、 日 曜 日 お よ び 祝 日 は 除 く 。）  

  イ  受 付 時 間  

    午 前 ９ 時 か ら 正 午 ま で お よ び 午 後 １ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で 。

た だ し 、受 付 期 間 最 終 日 の 受 付 時 間 は 、午 前 ９ 時 か ら 午 前  

１ １ 時 ま で と す る 。  

  ウ  受 付 場 所  

    秋 田 市 総 務 部 財 産 管 理 活 用 課  

（ 秋 田 市 山 王 一 丁 目 １ 番 １ 号  秋 田 市 役 所 本 庁 舎 ４ 階 ）  

  エ  提 出 方 法  

総 務 部 財 産 管 理 活 用 課 の ホ ー ム ペ ー ジ か ら 申 請 書 等 を ダ

ウ ン ロ ー ド し 、必 要 事 項 を 記 入 の う え 事 前 に 財 産 管 理 活 用 課

へ 連 絡 し た 後 、 受 付 場 所 へ 持 参 す る こ と 。（ 郵 送 お よ び 電 送

等 に よ る も の は 受 け 付 け な い 。）  

総 務 部 財 産 管 理 活 用 課 ホ ー ム ペ ー ジ  

https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/sonota-nyusat

su-keiyaku/1016422/index.html 

 

４  指 名 に 関 す る 事 項  

 (1) 入 札 参 加 を 希 望 し た 共 同 企 業 体 の う ち 、入 札 参 加 資 格 を 満 た

し て い る 共 同 企 業 体 に つ い て は 、 代 表 者 へ 指 名 通 知 を 送 付 す

る 。  

 (2) 資 格 審 査 の 結 果 に よ り 、指 名 さ れ な い 場 合 が あ る 。そ の 共 同

企 業 体 の 代 表 者 に は そ の 旨 を 通 知 す る 。  

(3) 上 記 (1)お よ び (2)の 通 知 に つ い て は 、 令 和 ７ 年 12 月 18 日

（ 木 ） ま で に 電 子 メ ー ル 等 に よ り 送 付 す る 。  

 

５  入 札 保 証 金 に つ い て  

    入 札 保 証 金 の 免 除 に 該 当 し な い 場 合 は 、以 下 の と お り 対 応 す る

こ と 。  

 (1) 現 金 又 は 秋 田 市 を 支 払 地 と す る 銀 行 振 出 の 小 切 手 を 持 っ て 、

入 札 金 額 の 100分 の ５ 以 上 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 日 の 入 札 時 間
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前 に 納 付 す る こ と 。  

 (2) 入 札 保 証 金 を 納 付 す る 際 に は 、「 入 札 保 証 金 納 付 書 」を 提 出

す る こ と 。  

 (3) 入 札 保 証 金 は 、 還 付 又 は 契 約 保 証 金 （ 契 約 金 額 の 100分 の 10

以 上 ） の 納 付 に 充 当 す る こ と が で き る 。  

 (4) 落 札 者 が 指 定 期 日 ま で に 契 約 を 締 結 し な い と き は 落 札 は 無

効 と し 、 入 札 保 証 金 は 市 に 帰 属 す る 。  

 

６  設 計 図 書 の 貸 与 に 関 す る 事 項  

入 札 参 加 申 請 を 希 望 し た 共 同 企 業 体 の 代 表 者 に 対 し て 、次 に よ

り 、 設 計 図 書 を 保 存 し た Ｃ Ｄ を 貸 与 す る 。  

(1) 申 請 方 法  

設 計 図 書 貸 与 申 請 書（ 様 式 ６ ）に 必 要 事 項 を 記 入 の う え 、上

記 ３ (4)ウ ま で 持 参 す る こ と 。  

(2) 受 付 期 限  

令 和 ７ 年 12 月 12 日（ 金 ）ま で 。（ た だ し 、土 曜 、日 曜 日 お

よ び 祝 日 は 除 く 。）  

 (3) 受 付 時 間  

   午 前 ９ 時 か ら 正 午 ま で お よ び 午 後 １ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で 。  

(4) 注 意 事 項  

ア  設 計 図 書 は 、 本 入 札 以 外 の 目 的 に 使 用 し な い こ と 。  

イ  Ｃ Ｄ は 、 受 付 期 限 最 終 日 ま で に 返 却 す る こ と 。  

 

７  質 問 お よ び 回 答 に 関 す る 事 項  

上 記 ６ の 貸 与 し た 者 に つ い て 、設 計 内 容 等 に 不 明 な 点 が あ る 場

合 は 、質 問 の 受 付 を 行 う も の と す る 。詳 細 に つ い て は 、Ｃ Ｄ に 保

存 さ れ て い る 文 書 を 確 認 す る こ と 。  

 

８  そ の 他  

 (1) 申 請 等 に 係 る 費 用 は 、 全 て 申 請 者 の 負 担 と す る 。  

(2) 提 出 さ れ た 書 類 は 返 却 し な い 。  
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(3) 落 札 者 は ､配 置 予 定 管 理 責 任 者 調 書 に 記 載 し た 者 を 本 業 務 に

配 置 す る こ と 。  

 (4) 申 請 書 等 に 関 す る 問 い 合 わ せ 先  

   総 務 部 財 産 管 理 活 用 課  庁 舎 管 理 担 当 （ 電 話 018-888-5439） 

 


